

令和８年度　子ども会登録及び江戸川区子ども会連合会登録
について


これは、区への子ども会登録と江戸川区子ども会連合会への登録を兼ねて行うものです。
子ども会は、区への子ども会登録手続きを行うことにより、区から子ども会補助金が助成されます。江戸川区子ども会連合会に登録する子ども会は、江戸川区子ども会連合会への登録手続きもって、区への子ども会登録手続きを完了したものとします。


１．提出書類　　　各１部提出
	
①令和８年度子ども会登録書（兼江戸川区子ども会連合会登録書）
②令和８年度子ども会予算書
③令和７年度子ども会決算書
④令和７年度子ども会事業報告書
⑤同意書（理事・副理事　各１名）
⑥子ども会・育成会の規約または会則
⑦個人情報取扱規約

※注意事項
・⑥、⑦の規約について、規約が無い場合、同封の例を参考に必ず作成してください。
・提出する書類はコピーし、控えとして支部・子ども会で各１部を保管してください。
・小学校就学前幼児の安全共済会加入については、保護者の加入が必要です。
・会員名簿と年間事業計画書は、安全共済会でＷebシステムに入力いただくため、
書類の提出は不要です。　(※Ｗebシステムについては別紙参照)


２．提出先	区子連 各支部長


３．提出期限	令和８年５月２０日

　※上記期限に遅れますと、全国子ども会安全共済会の加入申込手続きができず、事故が発生した場合見舞金の給付対象外となりますのでご注意ください。
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裏面もご覧ください。
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［補助金（子ども会育成助成金）］
	子 ど も 会 員 数
	助  成  金  額

	３０名　～　　４９名
	年 額　５０，０００円

	５０名　～　　９９名
	年 額　６０，０００円

	１００名　～　１９９名
	年 額　７０，０００円

	２００名以上
	年 額　８０，０００円


※(１)助成金の対象となる子ども会会員は、０歳児～中学３年生です。
(２)会員数が３０名未満の子ども会に対しても、年額５万円を助成しています。
(３)助成金交付は、青少年育成地区委員会を通じて７月中旬を予定しています。


［子ども会安全共済会会員の範囲について］
・平成２７年度より、子ども会安全共済会会員の対象年齢が０歳まで引き下げられました。
・高校生の方は｢育成者｣扱いとなります。

［育成者の安全共済会費の助成］
・江戸川区が、９月３０日までに安全共済会入会手続きを終了した育成者の安全会加入に関する経費(１人当たり２００円)を助成します。

［子ども会登録書に記載される個人情報の取り扱いについて］
・区に子ども会登録することで、当区が入手した個人情報の取り扱いにつきましては、個人情報保護法・江戸川区個人情報保護条例等の関係法令を遵守し、妥当と判断した場合のみ、他の行政目的のために利用させていただく場合があります。
上記の事項に同意していただける場合は、同封されている同意書(子ども会理事・副理事１名)にご署名ください。

［区補助金の返還について］
・区補助金について、残金が生じた場合、その残額について返還していただく必要があります。
 (
「江戸川区の子ども会」ホームページ
から登録関係書類を
ダウンロード
できます。
ぜひご活用ください
。
ホームページには、子ども会のチラシを掲載することが可能です。
掲載を希望する場合は、チラシを添えて登録書をご提出ください。
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)ご注意ください。







 (
https://www.kodomo-kai.or.jp/edogawa/
)






【問い合わせ】
区子連 各支部長･安全活動部員
江戸川区文化共育部 健全育成課
青少年係 担当：赤嶺
ＴＥＬ：５６６２－１６２９
ＦＡＸ：５６０７－５１５１
メール：1788110@city.edogawa.tokyo.jp
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